
（貨物自動車運送事業法第24条3項で定める輸送の安全に関わる情報）

＜安全確保に関する取り組み宣言＞

項　目 詳　細

1  輸送の安全に関する基本的な方針

2  輸送の安全に関する取り組み

 輸送の安全のために講じた措置
3 　及び講じようとする措置

 自動車事故報告規則（第２条）

　に規定する事故の件数 達成状況

 ２０２３年度 達成

 （2023年9月1日 ～ 2024年8月31日） 未達

5  安全統括管理者 　　常務取締役

　　澤井　真昭　2019年　1月　1日　任命

２０２４年度研修計画

6  輸送の安全に関する教育及び研修等 （1）運転者の教育、研修

　の計画 　　〈1〉入社時研修の実施

　　〈2〉営業所単位における、月１回の安全運転会議の実施

　　〈3〉３年ごとの運転適性診断の実施

（2）管理者の研修

　　〈1〉安全運転指導者育成研修実施

7  行政処分に係る情報の公表

　　努めます。

3,　輸送の安全に関する内部監査を行い必要な是正処置又は予防措置を

　　講じます。

5,　輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を作成し

　　これを的確に実施します。

4,　輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内（営業所）に

　　おいて必要な情報を伝達共有をします。

　２０２４年度　運輸安全マネジメント

その他の車両事故

重大交通事故件数

項目

50件

0件

2024年度目標

法令を遵守し目標である重大事故の撲滅を目指します。

50件

4
2023年度実績

0件

89件

0件

2023年度目標

1,  全ての事業用トラックに「バックアイカメラ」を搭載いたしました。

過去5年において行政処分を受けておりません。今後とも運行管理整備管理、

安全衛生管理の徹底を図り、輸送の安全性の向上に努めてまいります。

経営者は、輸送の安全確保に関し最終的な責任を有するとともに、
有効施策・設備投資・教育訓練を積極的に推進する。

対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

1,　常に安全を最優先する。

2,　関係法令を遵守する。

3,　目標を設定し実績に応じた改革を行い継続的に取り組む。

株式会社 ハート引越センター

代表取締役　　太田　至計　

2,　運転マナー向上とヒヤリハットデータ蓄積のため、全ての事業用

　　トラックに「ドライブレコーダー」の搭載を目指します。

1,　輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令

　　及び安全管理規程に定められた事項を遵守します。

2,　輸送の安全に関する費用支出及び投資を(積極的)効率的に行うよう


